
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静的道路情報を格納する静的道路情報格納部と、
　外部から動的道路情報を入手する動的道路情報入手部と、
　

探索する推奨ル
ート探索部と、
　 推奨ルートに関し、

所要時間計算部と、
　

表示部と
を含むナビゲーション装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
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１つの出発地から複数の目的地までの各々の目的地に対する推奨ルートを、前記静的道
路情報および前記動的道路情報に基づく予想所要時間が最小となるように

探索された各目的地への それぞれ、前記静的道路情報に基づいて計
算された静的所要時間と前記予想所要時間との所要時間差を計算する

前記出発地、前記複数の目的地、および前記各目的地への推奨ルートを鳥瞰図にて表示
するとともに、計算された当該出発地から当該各目的地への各所要時間差を、対応する推
奨ルートの出発地および目的地に付随させた時間差曲線として当該鳥瞰図に重畳して表示
する

前記表示部は、前記出発地を始点とし且つ前記目的地の垂線上の位置を終点として前記
時間差曲線を表示することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。

前記表示部は、前記所要時間差が大きいほど前記目的地と前記時間差曲線の前記終点と
を離すことを特徴とする請求項２記載のナビゲーション装置。



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　前記動的道路情報は、ＶＩＣＳ（ Vehicle Information and Communication System：道
路交通情報通信システム ）情報であることを特徴とする請求項１記載のナビゲ
ーション装置。
【請求項７】
　前記動的道路情報は、気象情報であることを特徴とする請求項１記載のナビゲーション
装置。
【請求項８】
　

　

　

を含むことを特徴とする経路表示方法。
【請求項９】
　コンピュータに実行させるプログラムを当該コンピュータが読み取り自在に記憶した記
憶媒体において、
　前記プログラムは、
　

　

　

を前記コンピュータに実行させることを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ナビゲーション装置、経路表示方法、記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、上空を軌道とするＧＰＳ（ Global Positioning System：全地球測位システム）衛
星を利用して自位置や移動速度をリアルタイムで求めることのできるナビゲーション装置
が、自動車等の移動体搭載用あるいは携帯用として広く普及し始めている。
ナビゲーション装置においては、電子化された地図データに基づいてモニタ上に地図を表
示する。特に、移動体搭載用のナビゲーション装置では、ユーザが設定したルートに基づ
いて進路方向をガイダンスする機能が備わっている。
【０００３】
ユーザがルートを設定する際には、少なくとも、出発地（始点）と目的地（終点）とを指
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前記表示部は、前記鳥瞰図を真上から見た場合に前記時間差曲線が対応する推奨ルート
と重なるように表示することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。

前記静的道路情報は、距離データ、道路幅データ、車線数データ、道路種別データ、お
よび制限速度データを含むことを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。

：登録商標

１つの出発地から複数の目的地までの各々の目的地に対する推奨ルートを、静的道路情
報および動的道路情報に基づく予想所要時間が最小となるように探索するステップと、

探索された各目的地への推奨ルートに関し、それぞれ、前記静的道路情報に基づいて計
算された静的所要時間と前記予想所要時間との所要時間差を計算するステップと、

前記出発地、前記複数の目的地、および前記各目的地への推奨ルートを鳥瞰図にて表示
するとともに、計算された前記出発地から前記複数の目的地への各所要時間差を、対応す
る推奨ルートの出発地および目的地に付随させた時間差曲線として当該鳥瞰図に重畳して
表示するステップと

１つの出発地から複数の目的地までの各々の目的地に対する推奨ルートを、静的道路情
報および動的道路情報に基づく予想所要時間が最小となるように探索する処理と、

探索された各目的地への推奨ルートに関し、それぞれ、前記静的道路情報に基づいて計
算された静的所要時間と前記予想所要時間との所要時間差を計算する処理と、

前記出発地、前記複数の目的地、および前記各目的地への推奨ルートを鳥瞰図にて表示
するとともに、計算された前記出発地から前記複数の目的地への各所要時間差を、対応す
る推奨ルートの出発地および目的地に付随させた時間差曲線として当該鳥瞰図に重畳して
表示する処理と



定する。すると、ナビゲーション装置は、指定された出発地と目的地との２点間を結ぶ最
適なルートを探索して生成し、推奨ルートとしてユーザに提示する。またユーザは、目的
地到着の前に立ち寄りたい地点や、交差点、インターチェンジ、ランプ等の走行中の目印
となるような地点を経由地として任意に指定することもできる。この際、複数の地点を経
由地として指定することが可能である。このようにしてユーザにより経由地が指定された
場合には、ナビゲーション装置は出発地、１以上の経由地、目的地の間を結ぶ最適なルー
トを探索する。ユーザが経由地を特に指定しない場合であっても、ナビゲーション装置が
ユーザに推奨ルートを提示する際には、出発地と目的地の間に位置する地点を経由地とし
てユーザに提示することもできる。これにより、ユーザは道順やガイド・ポイントのイメ
ージを出発前に予め把握することができるようになっている。
【０００４】
また近年、道路上に設置したビーコン（情報通信施設）やＦＭ（周波数変調）多重放送な
どを使って、渋滞、事故、交通規制、駐車場などの交通情報をリアルタイムで提供するシ
ステムとして、ＶＩＣＳ（ Vehicle Information and Communication System：道路交通情
報通信システム）が普及しつつある。こうしたＶＩＣＳ情報を受信するユニットを備えた
ナビゲーション装置においては、ＶＩＣＳ情報に基づいて交通規制や交通事故などによる
交通障害情報や渋滞の情報を文字情報や図形情報としてモニタ上に表示することが可能と
なっている。しかも、ＶＩＣＳ情報を加味してルート探索を行うナビゲーション装置もあ
る。このナビゲーション装置は、ユーザに対して迂回路を含む推奨ルートを提供すること
になる。
【０００５】
ここで、図１０は、従来のナビゲーション装置における表示画面１００の一例を示してい
る。この表示画面１００には、探索された推奨ルート１０１が表示される他、ＶＩＣＳ情
報に基づく渋滞箇所及び渋滞長さが矢印１０２～１０５で表示されるようになっている。
尚、矢印１０２～１０５に代えて、推奨ルート１０１の渋滞箇所及び渋滞長さに対応する
部位を、非渋滞部位の色（例えば青）とは異なる色（例えば赤やオレンジ）で表示するも
の（例えば特開２００２－９０１５６号公報参照）や、渋滞時間を加味した目的地までの
所要時間を表示するもの（例えば特開２００２－７１３６５号公報参照）もある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようなナビゲーション装置では、推奨ルート１０１中の渋滞箇所や渋
滞長さ、あるいは、渋滞等による遅れ時間を加味した目的地までの所要時間を把握するこ
とは可能であるものの、その所要時間が、渋滞等が発生していない通常時と比べてどの程
度長時間化するのかということを把握しにくいという問題があった。
【０００７】
また、従来のナビゲーション装置では、例えばユーザが今日はどこへドライブに出かけよ
うかと検討を行う際に、異なる目的地ごとに別々にルート探索を行わなければならず、更
に、得られた各目的地へのルートを直接的に比較できないという問題があった。
【０００８】
本発明は、以上の技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的は、視覚
的に情報を得やすいナビゲーション装置、経路表示方法等を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のナビゲーション装置は、静的道路情報を格納する静的道路情報格納部と、外部か
ら動的道路情報を入手する動的道路情報入手部と、出発地から目的地へと向かう推奨ルー
トを探索する推奨ルート探索部と、推奨ルート探索部で探索された推奨ルートに関し、静
的道路情報に基づく静的所要時間、及び、静的道路情報に動的道路情報を加味したものに
基づく予想所要時間を計算する所要時間計算部と、推奨ルートと共に、静的所要時間及び
予想所要時間を対比表示する表示部とを備えることを特徴としている。これにより、推奨
ルートを通行するのにかかる所要時間（予想所要時間）が、渋滞等が発生していない同一
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推奨ルートを通行するのにかかる所要時間（静的所要時間）と比べてどの程度長時間化す
るのかを容易に把握することができる。
【００１０】
ここで、表示部は、予想所要時間及び静的所要時間の時間差を表示することができ、これ
により、予想所要時間が静的所要時間に比べてどの程度長時間化するのかをきわめて容易
に把握することができる。また、表示部が鳥瞰図上に推奨ルートを表示するものにおいて
は、推奨ルートに付随させた時間差曲線によって時間差を表示することができ、これによ
れば、時間差を視覚的に容易に把握することができる。
【００１１】
更に、推奨ルート探索部は、静的道路情報に動的道路情報を加味したものに基づいて推奨
ルートを探索することができ、これによれば、実際の道路事情に即した推奨ルートの探索
を行うことができる。
そして、動的道路情報としては、例えば、ＶＩＣＳ（ Vehicle Information and Communic
ation System：道路交通情報通信システム）情報を用いることができ、これによれば、広
範囲且つ安価に動的道路情報を入手することができる。また、動的道路情報として、上述
したＶＩＣＳ情報あるいは他の情報源により発信される気象情報を用いることもできる。
【００１２】
また、本発明のナビゲーション装置は、一の出発地から複数の異なる目的地へと向かう推
奨ルートを検索する推奨ルート探索部と、推奨ルート探索部で探索された複数の異なる目
的地への推奨ルートを、一画面上に表示する表示部とを備えたことを特徴としている。こ
れにより、異なる目的地に対するルート探索を一括して行うことができ、また、得られた
各目的地への推奨ルートを一画面上で直接的に比較することができる。
このようなナビゲーション装置では、静的道路情報を格納する静的道路情報格納部と、外
部から動的道路情報を入手する動的道路情報入手部と、推奨ルート探索部で探索された複
数の異なる目的地への推奨ルートに関し、静的道路情報に基づく静的所要時間、及び、静
的道路情報に動的道路情報を加味したものに基づく予想所要時間を計算する所要時間計算
部とを更に備え、表示部は、複数の異なる目的地への推奨ルートと共に、複数の異なる目
的地への静的所要時間及び予想所要時間を対比表示することを特徴とすることができる。
これによれば、ユーザは、異なる目的地に対するルート探索を一括して行うことができ、
また、得られた各目的地への推奨ルートを一画面上で直接的に比較することができるのに
加え、各目的地に対する推奨ルートを通行するのにかかる所要時間（予想所要時間）が、
渋滞等が発生していない通常の所要時間（静的所要時間）と比べてどの程度長時間化する
のかを容易に把握することができる。
【００１３】
更に、本発明の経路表示方法は、出発地から目的地に向かう経路の静的道路情報のみに基
づいて経路を通行するのにかかる静的所要時間、及び、この経路の静的道路情報に動的道
路情報を加味したものに基づいて経路を通行するのにかかる予想所要時間を計算するステ
ップと、経路と共に、静的所要時間及び予想所要時間を対比表示するステップとを含むこ
とを特徴としている。これにより、経路を通行するのにかかる所要時間（予想所要時間）
が、渋滞等が発生していない同一経路を通行するのにかかる所要時間（静的所要時間）と
比べてどの程度長時間化するのかを容易に把握することができる。
【００１４】
更にまた、本発明の経路表示方法は、出発地から第一目的地へと向かう第一経路を探索す
るステップと、出発地から第二目的地へと向かう第二経路を探索するステップと、第一経
路と第二経路とを同一画面上に表示するステップとを含むことを特徴としている。これに
より、第一目的地、第二目的地に対するルート探索を一括して行うことができ、また、第
一目的地、第二目的地への経路を一画面上で直接的に比較することができる。
【００１５】
また、本発明の記憶媒体は、記憶したプログラムにより、出発地から目的地に向かう経路
の静的道路情報のみに基づいて当該経路を通行するのにかかる静的所要時間を計算する処
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理と、経路の静的道路情報に動的道路情報を加味したものに基づいて経路を通行するのに
かかる予想所要時間を計算する処理と、経路と共に、静的所要時間及び予想所要時間を対
比表示させる処理とを前記コンピュータに実行させることを特徴としている。このような
プログラムを、ナビゲーション装置等のコンピュータ装置に実行させることにより、経路
を通行するのにかかる所要時間（予想所要時間）が、渋滞等が発生していない同一経路を
通行するのにかかる所要時間（静的所要時間）と比べてどの程度長時間化するのかを容易
に把握することができる。
【００１６】
更に、本発明の記憶媒体は、記憶したプログラムにより、出発地から第一目的地へと向か
う第一経路を探索する処理と、出発地から第二目的地へと向かう第二経路を探索する処理
と、第一経路と第二経路とを同一画面上に表示する処理とをコンピュータに実行させるこ
とを特徴としている。このようなプログラムを、ナビゲーション装置等のコンピュータ装
置に実行させることにより、第一目的地、第二目的地に対するルート探索を一括して行う
ことができ、また、第一目的地、第二目的地への経路推奨ルートを一画面上で直接的に比
較することができる。
尚、経路には、上述した推奨ルートの他、ユーザの指定によるものなども含まれる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
―実施の形態１―
図１は、実施の形態１に係るナビゲーション装置１の全体構成を説明するためのブロック
図である。
図１に示すように、本実施の形態におけるナビゲーション装置１は、ガイダンス用の音声
を出力するスピーカ１１、キーボード、マウス、リモートコントローラやコントロールパ
ネル等の操作部１２、インターネット等と接続を行うための通信手段である通信端末１３
、所定の広域エリアの地図データが格納されている、ＣＤ（ Compact Disc）－ＲＯＭ（ Re
ad Only Memory）やＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）－ＲＯＭ等の記録ディスクを搭載
するディスクドライブ１４、地図等の画像を表示する液晶表示ディスプレイ等のモニタか
らなる表示部１５、自車位置の測位を行う測位ブロック１６、装置全体を制御する制御ブ
ロック１７、渋滞、事故、交通規制、駐車場などの交通情報を取得する交通情報受信ブロ
ック１８、を備えて構成されている。
【００１８】
記録ディスクには、同一地域に対して縮尺の異なる複数種類の地図データが格納されてい
る。また、ノード（地点）等の地点データおよび施設の名称等の検索データについても、
記録ディスクに地図データと関連付けて格納されている。
測位ブロック１６は、ＧＰＳ衛星から発信された信号を受信するＧＰＳアンテナ２１、Ｇ
ＰＳアンテナ２１から得た信号に基づいて測位を行うＧＰＳ測位部２２、ナビゲーション
装置１が搭載された車両の車速を検出する車速センサ２３、車両の回転変位を検出するジ
ャイロセンサ２４、車速センサ２３およびジャイロセンサ２４で得た検出値に基づいてＧ
ＰＳ測位部２２での測位結果を補正する測位補正部２５、を備えている。
【００１９】
制御ブロック１７は、システム全体の制御や演算処理を行うＣＰＵ３０、ＤＲＡＭ（ Dyna
mic Random Access Memory）等からなる内部記憶装置としてのＲＡＭ３１、ナビゲーショ
ン装置１を作動させるための所定のプログラムが格納されたＲＯＭ３２、スピーカ１１で
出力する音声の制御を行う音声制御部３３、操作部１２からの入力信号を制御する入力制
御部３４、ユーザが設定した出発地、経由地、目的地に基づいて推奨ルートを算出する経
路設定制御部３５、着脱自在に装着される携帯型電話端末やＰＤＡ（ Personal Digital A
ssistant）のような携帯型情報端末等の通信端末１３を通じてインターネット等と通信を
行う通信部３６、ディスクドライブ１４等を制御する記憶制御部３７、表示部１５におけ
る地図その他の表示を制御する表示制御部３８を備えている。この表示制御部３８は、表
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示制御を行うグラフィックコントローラ３８ａと、ビデオＲＡＭ３８ｂとを有している。
入力制御部３４は、ユーザが操作部１２にて所定の操作を行うと、地図を表示すべき地点
の指定を受け付ける。また表示部１５に複数の画面が表示された状態で、ユーザがカレン
ト画面、すなわちアクティブになっている画面を選択すると、これを受けて入力制御部３
４はカレント画面の切り替えを行うことができる。
【００２０】
交通情報受信ブロック１８は、ＦＭ多重受信機４１と、ビーコン受信機４２と、交通情報
処理制御部４３と、を備えている。
ＦＭ多重受信機４１は、ＦＭアンテナにより交通情報のデータを含むＦＭ多重放送波を受
信し、これを復調することによって多重化されている交通情報のデータを出力する。
ビーコン受信機４２は、ビーコンアンテナによって電波（又は光）ビーコン発信機からの
交通情報のデータを含む信号を受信し、その信号を復調することによって交通情報のデー
タを得て出力する。
交通情報処理制御部４３は、ＦＭ多重受信機４１，ビーコン受信機４２によって受信され
た渋滞情報などの交通情報のデータ、いわゆるＶＩＣＳ情報を処理し、ＦＭ多重受信機４
１およびビーコン受信機４２にて受信された交通情報のデータをＲＡＭ３１に格納する。
【００２１】
次に、図２に示すフローチャートに基づいて、本実施の形態に係るナビゲーション装置１
のルート探索プロセスについて説明する。尚、この説明では、ユーザが東京都内に在住し
、日光あるいは箱根に出掛けたいと考えているものとする。ユーザは、最初に出発地の入
力を行う（ステップＳ１１）。但し、現在地を出発地とする場合は、このステップＳ１１
を省略することができる。
次に、ユーザは、目的地の入力を行う（ステップＳ１２）。ここで、図３（ａ）は、表示
部１５に表示されるメニュー画面を示しており、この画面中の「目的地設定」を選択する
ことで、図３（ｂ）に示す目的地設定メニュー画面を呼び出すことができる。そして、本
実施の形態に係るナビゲーション装置１では、複数（５箇所）の異なる目的地１～５を設
定できるようになっている。尚、この時点で目的地の設定が行われていないため、図３（
ｂ）では、目的地１～５及び経路探索開始の表示色がグレーになっている。そして、この
画面中の「目的地１」を選択することで、図３（ｃ）に示す地図画面が呼び出される。こ
の地図画面上でスクロール及びスケール変更を用いて目的地１の設定を行う。目的地１の
設定中、画面上には、「目的地１を設定してください」というメッセージが表示される。
尚、この説明においては、目的地１を日光（東京からの距離：約１５０ｋｍ）とする。
【００２２】
目的地１の設定が終了すると、図４（ａ）に示す目的地設定メニュー画面が再表示される
。このとき、目的地１は設定が済んでいるため、「目的地１」の文字がボールド表示され
、設定済みであることを示すようになっている。また、１箇所以上の目的地が設定される
と、ルート探索が可能となり、「経路探索開始」もボールド表示される。そして、この画
面中の「目的地２」を選択することで、図４（ｂ）に示す地図画面が呼び出される。この
地図画面上でスクロール及びスケール変更を用いて、目的地２の設定を行う。目的地２の
設定中、画面上には、「目的地２を設定してください」というメッセージが表示される。
尚、この説明においては、目的地２を箱根（東京から約１００ｋｍ）とする。
目的地２の設定が終了すると、図４（ｃ）に示す目的地設定メニュー画面が呼び出される
。このとき、目的地２もボールド表示される。そして、更に目的地を設定したい場合には
、上述した操作を繰り返す。尚、この説明では、上述したように目的地１及び目的地２の
２箇所が設定されるものとする。
【００２３】
そして、目的地の設定がすべて終了した後、図５（ａ）に示す目的地メニュー画面におい
て「経路探索開始」を選択することにより、各目的地（ここでは目的地１、２）に向かう
推奨ルートの探索が開始される（図２のステップＳ１３）。ルート探索は目的地の数字の
若い順に行われ、各目的地に対するルート検索が行われている間、表示部１５には、例え
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ば図５（ｂ）、（ｃ）に示すようなメッセージが表示される。尚、ルート探索を行う間、
他の操作を行うことが可能である。
本実施の形態では、推奨ルートの探索手法として、記録ディスクの地図データに関連付け
て格納される距離データ、道路幅データ、車線数データ、道路種別データ（高速道、国道
、一般道等）、制限速度データ等の静的道路情報に、ＦＭ多重受信機４１やビーコン受信
機４２により受信されＲＡＭ３１に蓄積されたＶＩＣＳ情報及び通信端末１３により受信
されＲＡＭ３１に蓄積された気象情報（例えば気象庁が作成するＧＰＶ（スパコンによる
数値情報データ））からなる動的道路情報を加味し、ダイクストラ法によって推奨ルート
を計算する手法が用いられる。
従って、本実施の形態では、静的道路情報に動的道路情報を加味した所要時間（以下、予
想所要時間という）が最短となる経路を、推奨ルートとして選択することになる。
【００２４】
次に、得られた推奨ルートに関し、上記静的道路情報（記録ディスクの地図データに記さ
れる距離データ、道路幅データ、車線数データ、道路種別データ（高速道、国道、一般道
等）、制限速度データ等）のみに基づいた所要時間（以下、静的所要時間という）を計算
し（ステップＳ１４）、上記予想所要時間と得られた静的所要時間との所要時間差を計算
する（ステップＳ１５）。尚、これらステップＳ１４及びＳ１５は、設定された目的地の
数だけ繰り返される。
そして、各目的地（ここでは目的地１及び目的地２）に対する推奨ルート及び所要時間差
すなわち普段よりどの程度余計な時間がかかるのかを表示部１５に表示する（ステップＳ
１６）。
【００２５】
ここで図６は、表示部１５に表示されるルート探索結果の一例を示している。この表示例
では、一枚の立体地図（鳥瞰図）上に、出発地に対応する点Ａから目的地１に対応する点
Ｂまでの推奨ルートＣ、及び出発地に対応する点Ａから目的地２に対応する点Ｄまでの推
奨ルートＥ（共に図中に破線で示す）が同時に表示されるようになっている。また、これ
ら推奨ルートＣ、Ｅに対応して、各目的地１、２に対する所要時間差を表す時間差曲線Ｆ
、Ｇ（共に図中に実線で示す）も表示されるようになっている。この時間差曲線Ｆ、Ｇは
、出発地に対応する点Ａを始点とし、各目的地１、２に対応する点Ｂ、Ｄの垂線上の位置
Ｂ '、Ｄ 'を終点として描かれるもので、点Ｂ－点Ｂ '間の距離ａは出発地－目的地１間に
おける所要時間差に応じて設定され、点Ｄ－点Ｄ '間の距離ｂは出発地－目的地２間にお
ける所要時間差に応じて設定される。また、時間差曲線Ｆ、Ｇは、表示される地図を真上
から見た場合に、対応する推奨ルートＣ、Ｅに重なるように描かれる。尚、推奨ルートＣ
、Ｅ中の混雑箇所や渋滞箇所等を、推奨ルートＣ、Ｅあるいは時間差曲線Ｆ、Ｇに矢印や
色で表示することも可能である。
【００２６】
このような表示を行うことにより、ユーザは、日光（目的地１）と箱根（目的地２）とで
どのくらい距離や所要時間に違いがあるのか、また、各目的地１、２に向かう道路は夫々
どの程度混雑しているのか、などを的確に把握することができるようになる。ここで、こ
の表示例では、ａ＞ｂとなっていることから、通常時と比較して、目的地１（日光）に向
かう推奨ルートＣの方が目的地２（箱根）に向かう推奨ルートＥよりも混雑していること
も把握することができる。そして、ユーザは、このようにして得た情報を基に、行き先（
本当の目的地）を決定することが可能になる。
【００２７】
尚、本実施の形態では、ステップＳ１３において、静的道路情報に動的道路情報を加味し
たものに基づいたルート探索を行い、その後ステップＳ１４において、得られた推奨ルー
トの静的所要時間を計算することで、予想所要時間と静的所要時間とを得るようにしてい
たが、これに限られるものではなく、例えば図７に示すように、ステップＳ１３ 'におい
て、静的道路情報のみに基づいたルート探索を行い、その後ステップＳ１４ 'において、
得られた推奨ルートの予想所要時間（静的道路情報に動的道路情報を加味して得られた所
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要時間）を計算することで、予想所要時間と静的所要時間とを得ることも可能である。
【００２８】
また、本実施の形態では、予想所要時間と静的所要時間との所要時間差を、表示部１５に
時間差曲線Ｆ、Ｇとして表示するようにしていたが、これに限られるものではなく、目的
地１、２に対応する点Ｂ、Ｄの近傍に時間差の数値（例えば「３０分」）を表示するよう
にしてもよい。
【００２９】
―実施の形態２―
本実施の形態は、実施の形態１と略同様であるが、予想所要時間と静的所要時間との所要
時間差を表示部１５に表示するのではなく、これら予想所要時間及び静的所要時間そのも
のを表示部１５に表示するようにしたものである。尚、本実施の形態において、実施の形
態１と同様のものについては、同じ符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００３０】
図８は、本実施の形態におけるルート探索フローを示している。ステップＳ１４までは実
施の形態と同じであるが、その後、ステップＳ１７において各目的地（本実施の形態では
目的地１及び目的地２）までの推奨ルート、予想所要時間、静的所要時間を表示部１５に
表示させるようになっている。
ここで図９は、表示部１５に表示されるルート探索結果の一例を示している。この表示例
では、実施の形態１と同様、一枚の立体地図（鳥瞰図）上に、出発地に対応する点Ａから
目的地１に対応する点Ｂまでの推奨ルートＣ、及び出発地に対応する点Ａから目的地２に
対応する点Ｄまでの推奨ルートＥ（共に図中に破線で示す）が同時に表示されるようにな
っている。また、各目的地１、２に対応する点Ｂ、Ｄの上部には、各目的地１、２への静
的所要時間（図中における「通常」）及び予想所要時間（図中における「現在」）が表示
されるようになっている。この例では、静的所要時間に関しては目的地１より目的地２の
方が少ないものの、予想所要時間に関しては目的地１より目的地２の方が多いことから、
目的地１に向かう方がストレスなくドライブできることを把握できる。
【００３１】
本実施の形態では、ユーザが予想所要時間を知ることができ、また予想所要時間と静的所
要時間とを比較することにより、どの程度混雑しているのかについても知ることができる
。
【００３２】
また、上記実施の形態で示したような、推奨ルートと共に静的所要時間及び予想所要時間
あるいはこれら静的所要時間及び予想所要時間の時間差を画面表示させる処理を行うプロ
グラムや、複数の異なる目的地への推奨ルートを同一画面上に表示するプログラムは、以
下のような記憶媒体、プログラム伝送装置の形態とすることもできる。
すなわち、記憶媒体としては、上記したようなプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、半
導体を含む各種メモリ、ハードディスク等の記憶媒体に、ナビゲーション装置等のコンピ
ュータ装置が読み取り可能に記憶させればよい。
また、プログラム伝送装置としては、上記したようなプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ、半導体を含む各種メモリ、ハードディスク等の記憶手段と、この記憶手段か
ら当該プログラムを読み出し、当該プログラムを実行する装置側に、コネクタ、あるいは
インターネットやＬＡＮ等のネットワークを介して当該プログラムを伝送する伝送手段と
を備える構成とすればよい。このようなプログラム伝送装置は、ナビゲーション装置等に
、上記したような処理を行うプログラムをインストールする際に好適である。
【００３３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ユーザが、視覚的に情報を得やすいナビゲーショ
ン装置、経路表示方法等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
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【図２】　実施の形態１に係るナビゲーション装置のルート探索プロセスのフローチャー
トである。
【図３】　（ａ）～（ｃ）は、表示部に表示される画面を示す説明図である。
【図４】　（ａ）～（ｃ）は、表示部に表示される画面を示す説明図である。
【図５】　（ａ）～（ｃ）は、表示部に表示される画面を示す説明図である。
【図６】　実施の形態１に係るナビゲーション装置において表示部に表示される探索結果
の一例を示す説明図である。
【図７】　実施の形態１に係るナビゲーション装置のルート探索プロセスの変形例のフロ
ーチャートである。
【図８】　実施の形態２に係るナビゲーション装置のルート探索プロセスのフローチャー
トである。
【図９】　実施の形態２に係るナビゲーション装置において表示部に表示される探索結果
の一例を示す説明図である。
【図１０】　従来のナビゲーション装置において表示部に表示される探索結果の一例を示
す説明図である。
【符号の説明】
１…ナビゲーション装置、１１…スピーカ、１２…操作部、１３…通信端末、１４…ディ
スクドライブ、１５…表示部、１６…測位ブロック、１７…制御ブロック、１８…交通情
報受信ブロック、２１…ＧＰＳアンテナ、２２…ＧＰＳ測位部、２３…車速センサ、２４
…ジャイロセンサ、２５…測位補正部、３０…ＣＰＵ、３１…ＲＡＭ、３２…ＲＯＭ、３
３…音声制御部、３４…入力制御部、３５…経路設定制御部、３６…通信部、３７…記憶
制御部、３８…表示制御部、４１…ＦＭ多重受信機、４２…ビーコン受信機、４３…交通
情報処理制御部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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